
審 査 表 

 

〇審査項目及び審査の視点並びに配点 

審査項目 審査の視点 配点 

県事業等に関す

る こ ど も 向 け

「やさしい版」

の作成 

・業務の趣旨を踏まえた適切な手法・デザインを提案している

か 
・想定する対象者が理解しやすい、関心が高まるようなデザイ

ンを提案しているか 

２０ 

出張型意見聴取

の企画・開催・運

営 

・業務の趣旨及びテーマを踏まえた適切な手法（ファシリテー

ター含む。）・デザインを提案しているか 
・業務の趣旨及びテーマを踏まえた適切な会場・回数を提案し

ているか 
・参加者確保に向けた広報宣伝等の工夫は効果的で実現性があ

るか 
・関係機関との連携体制は適切か 

４０ 

県・市町村職員

向け「こどもの

意見聴取に係る

スキルアップ講

座」の実施 

・業務の趣旨を踏まえた適切な手法（講師含む。）を提案してい

るか 
・提案内容について、指定した内容を踏まえつつ、県・市町村

職員のニーズを捉えたものと認められるか 

２０ 

業務遂行の実現

性 

・実施体制は、人員配置・役割分担が明確かつ適切であり、関

係団体との連携と併せて、企画提案内容の業務を実施できる

ものと認められるか 
・スケジュールは、無理なく業務を遂行できるものとなってい

るか 
・類似業務実績を有するなどの業務経験又はバックグランドと

なる知識・能力を有しているか 
・経費の見積が適切か 等 

２０ 

合計 １００ 

 

別紙２ 


